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表紙

上記の事項につきましては、法令および当社定款第14条第２項の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第7７回定時株主総会資料
（交付書面省略事項）

◆事業報告
・業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要
・会社の支配に関する基本方針

◆連結計算書類
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

◆計算書類
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

丸文株式会社
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業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

（事業報告）
業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ．取締役および使用人が法令および定款を遵守し、倫理観をもって活動するために、各人が取る
べき行動の基準を示した「企業行動憲章」および「行動規範」を定めます。
ロ．社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制全般およびコンプライアンス、リスク
管理等に関わる基本方針の審議ならびに管理統轄を行います。
ハ．コンプライアンスを主管する部署として法務部を設置し、「行動規範」や関係法令に基づく活
動が適正に行われるための教育・指導を行います。
ニ．不正・違法・反倫理的行為に関して従業員等が直接報告・相談できる通報窓口を設置し、「内
部通報規程」に基づき運用を行います。
ホ．反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては、
警察や弁護士と連携し、毅然とした態度で臨みます。
ヘ．監査等委員は、当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、業務執行取締役に対し助言
または勧告を行います。
ト．内部監査部門として執行部門から独立した監査室を設置します。監査室は「内部監査規程」に
基づき、内部監査を行い、その結果を社長および監査等委員会に対して報告します。
（運用状況）
・内部統制委員会を、当事業年度中に７回開催し、内部統制全般およびコンプライアンス、リス
ク管理等に関わる基本方針や関連規程の審議ならびに整備運用状況のモニタリング等の管理統轄
を行いました。
・法務部は取締役会に、「企業行動憲章」および「行動規範」の実践状況を含むコンプライアン
スに関する整備・運用状況を報告しています。
・全社員を対象とするＣＳＲ教育を実施し、「企業理念」、「企業行動憲章」、「行動規範」へ
の理解を促進すると同時に、法令や社内規程の遵守を徹底しています。
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業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ．株主総会および取締役会、経営会議等の重要な会議の意思決定に関わる記録や「職務権限規
程」に基づき各取締役が決裁した文書、その他取締役の職務執行に係る情報を、「文書管理規
程」に基づき適切に保存、管理し、取締役が随時閲覧可能な状態を維持します。
ロ．情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」に基づき適切に管理し、情報資産を保
護します。
（運用状況）
・「取締役会規則」や「文書管理規程」に基づき、重要な意思決定に関わる記録や文書等を適切
に保存、管理しています。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．リスク管理の基礎として「リスク管理規程」を制定し、適切にリスクを管理するための体制を
整備します。
ロ．経営企画部が全社のリスク管理活動をとりまとめ、個々のリスクについては、各担当部署にお
いて規程やマニュアル等を整備し、運用します。
ハ．重大なリスクが顕在化したときは、「危機管理規程」に基づき、対策本部を設置し、損失の拡
大を防ぐよう迅速かつ適切に対処します。
（運用状況）
・「リスク管理規程」に基づき、経営企画部が中心となりリスクの抽出、評価、管理計画、レビ
ュー等をとりまとめ、内部統制委員会で進捗確認や是正指示を行い、リスクへの対応を図ってい
ます。
・経営企画部は取締役会に、リスク管理に関する整備・運用状況を報告しています。
・大規模災害時における危機管理体制を強化するため、事業継続計画に基づき各種訓練や備蓄品
の整備を実施しています。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を原則月１回開催する
ほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、執行決定を行います。
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業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

ロ．当社の経営の基本方針および経営戦略に関わる重要事項については、社長をはじめとする複数
の業務執行取締役によって構成される経営会議において審議を行います。経営会議は原則月１回
開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。
ハ．取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」および「職務権限規程」にお
いて、それぞれの責任者およびその責任と権限を定め、効率化を図ります。
ニ．年度予算を策定し、取締役会はこれに基づく業績管理を行い、適正かつ効率的に経営活動を行
います。
（運用状況）
・取締役会を当事業年度中に12回開催し、執行の決定や報告、業績管理を行いました。また経営
会議は当事業年度中17回開催し、重要事項の審議を行いました。
・機関設計として監査等委員会設置会社を採用することで、取締役会では法令および定款に定め
られた事項や株主総会の決議により委任された事項、その他経営上の重要な事項について審議を
行うこととし、その他の業務執行に係る事項の決定を取締役社長以下に権限委任し、取締役会運
営の効率化を図っています。

⑤ 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．グループ全体に適用する「企業行動憲章」を定め、企業集団としての業務の適正を確保すると
ともに法令および定款の遵守を徹底します。
ロ．グループの内部統制を管理統轄する担当取締役を選任し、改善を推進します。
ハ．子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度によ
る管理を行います。
ニ．各子会社において年度予算を策定し、定期的に予算と実績との差異分析を行うことにより管理
統制を行います。
ホ．コンプライアンス・リスク管理体制については、子会社各社の状況に応じて体制を整備し、
個々のリスクに対する対応策を検討、実施します。
ヘ．子会社各社は、定期的に取締役会を開催するほか、業務執行については、「業務分掌規程」や
「職務権限規程」等の規程において、それぞれの責任者およびその責任と権限を定めて職務の効
率化を図ります。また、株主総会や取締役会等の重要な会議の議事録や決裁した文書など取締役
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業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」や「情報セキュリティ管理規程」等の規程に基づ
き適切に保存、管理します。
ト．監査等委員は、子会社の監査役と連携し、必要に応じて子会社の業務および財産の状況を調査
します。
チ．当社監査室は、「内部監査規程」に基づき子会社の内部監査を実施します。
（運用状況）
・グループ各社でコンプライアンス研修を継続的に実施し、法令および定款の遵守を徹底してい
ます。
・「関係会社管理規程」に基づき、子会社が行う所定の案件については、当社が決裁または報告
を受け、管理統制しています。
・リスク管理は、子会社各社でリスクの抽出、評価、管理を行い、その結果を経営企画部が取り
まとめ、内部統制委員会で定期的に進捗確認を行っています。
・法務部および経営企画部は取締役会に、子会社におけるコンプライアンスおよびリスク管理に
関する整備・運用状況を報告しています。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに当該取締
役および使用人に対する指示の実効性の確保および取締役からの独立性に関する事項

イ．監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の求め
に応じ、その職務を補助する使用人を配置します。
ロ．監査等委員会事務局は、監査等委員会および監査等委員がその職務の遂行上必要とする事項に
ついて、監査等委員の指示に従い職務を行います。
ハ．監査等委員会事務局に所属する使用人の人事異動、人事評価および懲戒については監査等委員
会に報告の上、監査等委員会の意見を尊重して決定します。
（運用状況）
・監査等委員会を補助する体制として監査等委員会事務局を設置して事務局長を配置し、監査等
委員の指示に従い職務を行いました。
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業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

⑦ 監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会に報告をした者が報告をした
ことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．取締役および使用人は、重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい
損害を及ぼす事実が発生したときまたは発生する恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査
等委員会に報告を行います。また、監査等委員会は必要に応じいつでも取締役および使用人に対
し報告を求めることができるものとします。
ロ．監査等委員会は「監査等委員会監査基準」に基づき内部統制システムの構築・運用状況につい
て定期的に報告を受け、また重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、監査
等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、関係文書を閲覧できるものとします。
ハ．当社および子会社の取締役および使用人が通報・相談をすることができる通報窓口を設置しま
す。また、その内容が法令・定款違反等の恐れのある場合には、通報窓口責任者が監査等委員会
に報告します。
ニ．「内部通報規程」において、内部通報窓口に通報した者が解雇その他の不当な取扱いを受けな
いことを定め、運用の徹底を図ります。
ホ．監査室は、監査計画および実施した内部監査の結果を監査等委員会に報告します。
（運用状況）
・取締役または使用人は重大な法令・定款違反もしくは不正行為等の事実が発生したときまたは
発生する恐れのある事実を発見した場合には、監査等委員会に報告する仕組みとしています。
・監査室は、定期的に監査等委員会に監査計画および内部監査の結果を報告しています。
・法務部は取締役会に、「内部通報規程」に基づく内部通報の運用状況を報告しています。

⑧ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会と代表取締役社長は定期的に意見交換を行います。
また、監査等委員会と監査室および会計監査人は定期的および必要に応じて会合を持ち、監査の
実効性の向上を図ります。
ロ．監査等委員会または監査等委員が、その職務の遂行上必要な費用の前払いまたは償還等の請求
をしたときは、会社は速やかに当該費用または債務を処理します。
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（運用状況）
・監査等委員は定期的に、代表取締役社長および会計監査人と会合を持ち、適宜報告や意見交換
を行っています。
・子会社等への監査に際して必要な旅費等は、会社の費用として処理しています。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社グループは、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効か
つ適切な提出のため、「財務報告に係る内部統制管理規程」を定め、内部統制システムを整備し、
運用する体制を構築します。また、その有効性を定期的に評価し、必要な是正・改善を行うこと
で、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保します。
（運用状況）
・「財務報告に係る内部統制管理規程」に基づき、社長を統括責任者とした財務報告に係る内部
統制システムを整備、運用、評価する体制を構築しています。その有効性は、内部統制委員会で
報告、評価し、必要に応じて是正指示が行われています。
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（ご参考）コーポレートガバナンス体制の模式図

選任・解任

諮問

助言 監査・監督 連携

連携報告

報告

指示

指示重要事項の
付議・報告 指示・監督

選任・解任 報告 報告選任・解任

会計
監査

内部監査

指名・報酬委員会 取締役会

代表取締役
社長

会計監査人

監査室

監査等委員会

経営会議

内部統制委員会

サステナビリティ委員会

株　主　総　会

各部門・関係会社
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会社の支配に関する基本方針

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容
の概要は以下のとおりであります。

① 基本方針の内容
　上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられている
ため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に
基づいて決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大量買付けに
応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えてお
ります。また、当社は、当社株券等の大量買付けが行われる場合であっても、それが当社の企業価
値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
　しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる当社株券等の大量買付けの中には、
その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、
株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆様が株券等
の大量買付けの内容等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分
な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために
買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
毀損するおそれをもたらすものも少なくないと想定されます。
　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な
源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株
主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。当
社は、上記のような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大量買
付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような
者による株券等の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業
価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
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② 基本方針の実現に資する特別な取組み

イ. 当社グループの事業特性と企業価値に関する考え方
　当社は、弘化元年（1844年）に呉服問屋として創業し、1947年７月に、会社組織を再編して丸
文株式会社として新たなスタートを切りました。そして創業以来続く「常に時代の一歩先を見据
え、次のニーズに応える」という「先見」と「先取」の精神の下、当社グループは環境や社会の変
化に合わせて最良の商品・情報・サービスを提供することで、企業価値の向上に取り組んでまいり
ました。その企業価値の源泉は、①長年にわたり培ってきた仕入先・お客様をはじめとする各ステ
ークホルダーとの信頼関係、②高度かつ専門的な知識や深い経験とノウハウ、③単に商品を販売す
るだけではなく、最新の技術・製品情報の提供やさまざまな製品を組み合わせたソリューション提
案力、ハード／ソフト両面での技術サポート、機器の据付・保守・メンテナンスなど、商社の枠を
超えた高度なサービス、④豊富な品揃えと、米国の大手エレクトロニクス商社であるアロー・エレ
クトロニクス社と合弁で展開している世界規模の販売・物流ネットワーク、⑤活力あふれる企業風
土とチャレンジ精神旺盛な人材、にあると考えています。
　当社グループは、これからも最新の技術や価値ある商品、サービス、ソリューションを提供し続
けるとともに、優秀な人材の採用と育成、健全かつ透明な経営を実践により、当社の企業価値、株
主の皆様の共同の利益の向上に努めてまいります。

ロ. 中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
　当社グループが属するエレクトロニクス業界は、第4次産業革命と呼ばれる技術革新の時代を迎
えております。自動車のEV化、通信の高速化・大容量化などに伴う需要の増加に加え、今後はAI
やIoT、ロボット、ビッグデータなどの革新的な技術があらゆる産業基盤に取り入れられる
「Society5.0」に向けた動きが加速していくものと見込まれます。このような事業環境の下、当社
グループは、2022年度から2024年度までの中期経営計画「丸文 Nextage 2024」を策定しまし
た。創業以来の「先見」と「先取」の精神をNextage（次のステージ・次の時代）へ継承するため
に、実効性のある戦略施策の立案と運営（PDCA管理高度化）を通じて、「事業ポートフォリオの
進化と収益力改善」を連結ベースで推し進めます。

「丸文 Nextage 2024」基本方針
①サステナビリティ経営の推進

持続可能な成長実現に向けたESG・SDGsへの取り組みを推進し、ステークホルダーとの連携
強化や課題解決型ビジネスの実践を通じ、社会的価値を追求します。

②新たな事業領域への進出と成長基盤の構築
新市場・新領域における果敢な挑戦を通じ、新たな事業成長機会を継続的に追求します。
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③既存事業の「選択と集中」の促進とソリューション開発強化
お客様視点でのソリューション開発を加速しつつ、既存事業の「選択と集中」を通じた競争力
強化を図ります。

④グループ経営の強化
セグメント間（デバイス、システム、ソリューション事業間）連携による付加価値と国内外グ
ループ企業間の連携によるグローバルシナジーを実現し、成果をお客様に還元します。

⑤業務基盤の整備と内部プロセスの改善
業務インフラ強化や業務プロセス改善、人材育成、働き方改革により、生産性・効率性を向上
します。

各事業セグメントにおける具体的な取り組みは以下のとおりであります。
①デバイス事業

・新規商材・新規商権の開発推進
付加価値の高い新規商材の開発や新たな販売先の開拓に注力し、事業基盤の強化を図る

・既存事業の収益性の維持・向上
ローコストのオペレーションを徹底し、事業の生産性と効率性を改善する

②システム事業
・新規領域における事業規模と収益基盤の拡大

新規市場と新規商材の開発を推進する
・既存領域における競争優位性の強化

既存の取扱領域における専門性を研ぎ澄ませ、マーケットにおけるポジションを確固たるも
のとする
顧客層の水平展開と垂直深化を進め、顧客基盤を国内外に拡大させる

・グループ連携の強化
国内外グループ会社との連携を一層強化し、総合力を活かしたサービスをグローバルに提供する

③ソリューション事業
・高付加価値ビジネスの開発推進

成長市場に向けた革新的な商材や技術を継続的に発掘し事業化を推進する。また有望なベン
チャー企業への投資や外部パートナーとの提携機会も模索する

・新規ビジネスモデルの構築と拡大
サブスクリプションやライセンスビジネスなどの新たなビジネスモデルを確立する

・ソリューション開発力の向上とグループシナジーの創出
デバイス事業・システム事業との連携を主導し、ネットワークとIoT技術をベースに、商
品・技術・サービスを組み合わせて、丸文グループ独自のソリューションを開発し、新たな
付加価値を顧客に提供する
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ハ. コーポレートガバナンス機能の強化・充実・取り組み
　当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図
っていくために、コーポレートガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・
公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。このような方針の下、コーポレートガバナン
スに関する基本的な枠組みと方針について定め、その実践を通じて、持続的な成長と企業価値の向
上を図るため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、運用しております。また、当
社は「監査等委員会設置会社」の形態を選択し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置く
ことにより、経営の監督機能を強化するとともに、業務執行権限の相当な部分を取締役に権限委任
することで、効率性と機動性の向上を図っています。
　今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレートガバナンス体制の強化
に努めてまいります。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み

　当社は、2021年５月14日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を
確保し、向上させることを目的とし、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取組みとして、当社株券等の大量買付がなされた場合の対応策（以下「本プラン」
といいます。）を継続することを決定し、これについて、2021年６月25日開催の第74回定時株主
総会において株主の皆様にご承認をいただきました。本プランの内容は次のとおりであります。

イ. 本プランの目的
　本プランは、上記①の基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確
保し、向上させる目的をもって継続されるものであります。
　当社は、当社株券等に対する大量買付けが一定の合理的なルールに従って行われるよう、株券等
の大量買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大量買付ル
ール」といいます。）を設定するとともに、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって大量
買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入いたしました。
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ロ. 本プランの概要
　本プランは、(i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味しま
す。）の特定株式保有者等の議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為又は(ii)結果とし
て特定株式保有者等の議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為（いずれについても当社
取締役会があらかじめ同意したものを除き、また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の
如何を問わないものとします。）若しくは(iii)上記の(i)又は(ii)の行為が行われたか否かにかかわら
ず、当社の特定の株主が、当社の他の株主との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者
に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方
が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為
（ただし、当該特定の株主と当該他の株主の議決権割合が20%以上となるものに限ります。以下、
(i)乃至(iii)の行為を総称して「大量買付行為等」といい、大量買付行為等を行う者を「大量買付
者」といいます。）に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な
時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大量買付者に対して、事前に当該大量買付情報
等に関する情報の提供を求め、当該大量買付行為等について評価、検討、大量買付者との買付条件
等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会の諮問機関とし
て、当社の業務執行を担う経営陣から独立し、社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大
限尊重したうえで、大量買付行為等に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相
当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。
　また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意
思を直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧
告を行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を
株主の皆様の意思に委ねることとしております。
　大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において対抗措置の発動の
是非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為等を開始することができないものとします。
　なお、本プランの有効期間は、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時
株主総会の終了の時までとします。もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会におい
て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の
決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
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④ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

イ. 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②）について
　　上記②「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定
されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。

　　従いまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうも
のではなく、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではありません。

ロ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取組み（上記③）についての判断

　　本プランは大量買付行為等が行われる際に、当該大量買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆
様が判断し、又は当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を確保するこ
と及び株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、もって当
社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する取組みであり、基本方針に沿うものであ
ります。また、本プランは、①買収防衛策に関する各指針等に適合していること、②株主の皆様の
意思が重視されていること、③取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みが定められているこ
と、④デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと等の理由から、当社の株主の皆
様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを
目的とするものではありません。
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連結株主資本等変動計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,214 6,353 34,388 △1,631 45,325
当期変動額
剰余金の配当 △2,222 △2,222
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,401 3,401

自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 9 19 29
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 － 9 1,179 19 1,208
当期末残高 6,214 6,363 35,567 △1,611 46,534

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 821 △26 1,684 △56 2,422 5,336 53,084
当期変動額
剰余金の配当 △2,222
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,401

自己株式の取得 △0
自己株式の処分 29
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 654 155 553 376 1,739 400 2,139

当期変動額合計 654 155 553 376 1,739 400 3,348
当期末残高 1,476 128 2,237 319 4,162 5,736 56,433

（連結計算書類）

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

２. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
⑴ 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数 13社
　連結子会社の名称 丸文通商株式会社

丸文ウエスト株式会社
株式会社フォーサイトテクノ
Marubun USA Corporation
Marubun Taiwan, Inc.
Marubun/Arrow Asia, Ltd.
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.
Marubun/Arrow (HK) Ltd.
Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd.
Marubun/Arrow (Phils) Inc.
Marubun Arrow (M) SDN BHD.
Marubun/Arrow Electronics (Shenzhen) Company Limited
PT. Marubun Arrow Indonesia

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の状況

持分法適用の関連会社数 1社
会社名 Marubun/Arrow USA, LLC.

② 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
　持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なるため、持分法適用会社の事業年度に係る計算書類を使
用しております。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　在外連結子会社10社の決算日は、12月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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イ. 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

ロ. 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一
般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。また、在外連結子会社は特定の債権について回収不能見込額を計
上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与の支給にあてるため、実際支給見込額に基づき計上して
おります。

ハ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、国内連結子会社は、内規によ
る期末要支給額を計上しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

・市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
以外のもの 平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ロ. デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
ハ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ 重要な引当金の計上基準
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イ. 重要なヘッジ会計の処理 時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対
象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法に
よっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務
については、当該予約による円貨額を付しております。なお、特例処
理の要件を満たす金利スワップについては、時価評価せず、その金銭
の受払の純額を当該対象物に係る利息に加減しております。

ロ. 重要な外貨建の資産及び負債
の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。

ハ. 退職給付に係る会計処理の
方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の翌連
結会計年度に一括費用処理しております。また、過去勤務費用につい
ては、発生時の連結会計年度に一括費用処理しております。なお、一
部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
イ. 収益の認識

　当社グループは、半導体、電子部品、電子応用機器等、国内外のエレクトロニクス商品の仕入販売及
び当該商品に係る保守・技術サービスを主な事業としております。商品やサービスの支配が顧客に移転
した時点で収益を認識することとしておりますが、多くの場合、商品の出荷又はサービスの提供時点に
おいて顧客に支配が移転したと判断し、収益を認識しております。顧客検収条件を要する場合は、顧客
による検収が完了した時点で、収益を認識しております。また保守・技術サービスの提供については、
顧客との契約内容に基づき、サービス履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する
こととしております。

ロ. 収益の総額表示と純額表示
　当社グループが当事者として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額で収益を表示
しております。代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額
を控除した純額で収益を表示しております。当事者か代理人かの判定にあたっては、次の指標に基づき
総合的に判断しております。

・当社グループが契約の履行に対して主たる責任を有しているか
・顧客の注文の前後において、出荷中又は返品時に当社グループが在庫リスクを有しているか
・当該財又はサービスの価格の設定において、当社グループが裁量権を有しているか

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
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繰延税金資産 191百万円

建物及び構築物 668百万円
土地 593百万円
投資有価証券 525百万円

計 1,788百万円

支払手形及び買掛金 349百万円
短期借入金 27,253百万円

計 27,603百万円

有形固定資産 4,527百万円
投資その他の資産－その他 15百万円

３. 表示方法の変更
（連結貸借対照表）
　前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「繰延税金負債」は、金額的重要性
が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度の「繰延税金負債」は13百万円であります。

４. 会計上の見積り
　繰延税金資産の回収可能性

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、スケジューリング可能な将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得

の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断して、繰延税金資産を計上しております。将来の収益力
に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その重要な仮定は、売上予測の基礎と
なる顧客の需要動向や当社の商流獲得状況であります。なお、回収可能性について不確実性が高いと考え
られる場合には、評価性引当額の計上により繰延税金資産の金額を減額しております。
　繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得に依存するため、その見積りの前提となる条件や仮定に
変更が生じ、課税所得が変動した場合には、翌連結会計年度以降において認識する金額に影響を与える可
能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

⑵ 資産に係る減価償却累計額
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従業員に対する保証債務 5百万円

受取手形 87百万円
電子記録債権 175百万円
支払手形 405百万円

普通株式 28,051千株

決　　議 株式の種類 配当金の総額
(百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年６月28日
定時株主総会 普通株式 1,568 60 2023年３月31日 2023年６月29日

2023年10月31日
取締役会 普通株式 653 25 2023年9月30日 2023年12月4日

計 2,222

イ． 配当金の総額 706百万円
ロ． １株当たり配当額 27円
ハ． 基準日 2024年３月31日
ニ． 効力発生日 2024年６月27日

⑶ 保証債務

⑷ 期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしておりま
す。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が連
結会計年度末日残高に含まれております。

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2024年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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⑶ 当連結会計年度末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的と
なる株式の種類及び数
該当事項はありません。

７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
よる方針であります。デリバティブは、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ
を目的とした先物為替予約取引や借入金の金利変動リスクを回避するために金利スワップを利用し、投機
的な取引は行いません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うととも
に、主な取引先の信用状況を定期的又は随時に把握する体制としております。また、グローバルに事業を
行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買
掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
ますが、四半期ごとに時価を把握しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが一年以内の支払期日であります。外貨建てのも
のについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるも
のを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
　借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後１年であり
ます。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取
引）を利用してヘッジしております。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であ
ります。
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（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

投資有価証券(＊2) 3,272 3,272 －
　資産計 3,272 3,272 －
１年内返済予定の長期借入金 5,000 4,981 △ 18
　負債計 5,000 4,981 △ 18
デリバティブ取引(＊3) 199 196 △ 2

（単位：百万円）
区分 当連結会計年度

非上場株式等 26

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

(＊1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「短
期借入金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省
略しております。

(＊2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対
照表計上額は以下のとおりであります。

(＊3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 3,272 － － 3,272
デリバティブ取引
　通貨関連 － 199 － 199
資産計 3,272 199 － 3,471

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
１年内返済予定の長期借入金 － 4,981 － 4,981
デリバティブ取引
　金利関連 － △ 2 － △ 2
負債計 － 4,979 － 4,979

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
　金利スワップ及び為替予約の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。
１年内返済予定の長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基
に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：百万円）
報告セグメント

合計デバイス
事業

システム
事業

ソリューション
事業

半導体 165,326 － － 165,326
電子部品 45,842 － － 45,842
産業機器 － 21,031 － 21,031
医用機器 － 22,999 － 22,999
ICTソリューション － － 2,562 2,562
その他 － 12,048 119 12,168
（内部売上高） △ 32,156 △ 1,137 △ 145 △ 33,440
外部顧客への売上高 179,011 54,941 2,536 236,490

（単位：百万円）
報告セグメント

合計デバイス
事業

システム
事業

ソリューション
事業

日本 109,374 54,554 2,533 166,462
中国 22,099 9 － 22,108
アジア 44,622 267 － 44,890
その他 2,914 111 3 3,029
外部顧客への売上高 179,011 54,941 2,536 236,490

（単位：百万円）
報告セグメント

合計デバイス
事業

システム
事業

ソリューション
事業

本人取引売上 176,315 54,662 2,530 233,507
代理人取引売上 2,696 279 6 2,982
外部顧客への売上高 179,011 54,941 2,536 236,490

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
① 財又はサービスの種類別の内訳

② 地域別の内訳

③ 本人・代理人取引の内訳
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（単位：百万円）
当期首残高 当期末残高

顧客との契約から生じた債権 59,415 50,855
契約負債 913 1,137

（単位：百万円）
当連結会計年度

１年以内 105,629
１年超 15,569
合計 121,199

⑴ １株当たり純資産額 1,938円07銭
⑵ １株当たり当期純利益 130円07銭

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「２.連結計算書類作成のための基本
となる重要な事項に関する注記　⑷会計方針に関する事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のと
おりです。

⑶ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

　契約負債は主に、保守サービス取引のうち、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものの対価
で、保守期間の履行義務の充足に従い収益として認識しております。また、物品販売取引で商品の引渡
時点で収益を認識する取引において、既に受領した対価の一部についても契約負債として計上しており
ます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた額は、713百万
円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりです。

（注）残存履行義務の多くは期末日から１年以内に収益認識されますが、１年超に含まれるものの主な
取引の内容は保守サービスに係るもので、概ね５年以内に収益認識されると見込んでおります。

９. １株当たり情報に関する注記

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 6,214 6,351 2 6,353 1,553 22,081 23,635 △1,631 34,572
当期変動額
剰余金の配当 △2,222 △2,222 △2,222
当期純利益 3,028 3,028 3,028
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 9 9 19 29
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 9 9 － 806 806 19 836
当期末残高 6,214 6,351 12 6,363 1,553 22,888 24,442 △1,611 35,409

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
当期首残高 535 △26 509 35,082
当期変動額
剰余金の配当 △2,222
当期純利益 3,028
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 29
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 534 154 689 689

当期変動額合計 534 154 689 1,525
当期末残高 1,070 128 1,198 36,607

（計算書類）

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

② 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

個別注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
ロ. その他有価証券

・市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
以外のもの 平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

⑵ 固定資産の減価償却の方法

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給にあてるため、実際支給見込額に基づき計上して
おります。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括費用処理することとし
ております。また、過去勤務費用については、発生時の事業年度に一
括費用処理しております。
なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、前払
年金費用に計上しております。
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個別注記表

② 外貨建の資産及び負債の本邦通
貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
① 収益の認識

　当社は、半導体、電子部品、電子応用機器等、国内外のエレクトロニクス商品の仕入販売及び当該商品
に係る保守・技術サービスを主な事業としております。商品やサービスの支配が顧客に移転した時点で収
益を認識することとしておりますが、多くの場合、商品の出荷又はサービスの提供時点において顧客に支
配が移転したと判断し、収益を認識しております。顧客検収条件を要する場合は、顧客による検収が完了
した時点で、収益を認識しております。また保守・技術サービスの提供については、顧客との契約内容に
基づき、サービス履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識することとしています。

② 収益の総額表示と純額表示
　当社が当事者として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額で収益を表示しておりま
す。代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純
額で収益を表示しております。当事者か代理人かの判定にあたっては、次の指標に基づき総合的に判断し
ております。

・当社が契約の履行に対して主たる責任を有しているか
・顧客の注文の前後において、出荷中または返品時に当社が在庫リスクを有しているか
・当該財又はサービスの価格の設定において、当社が裁量権を有しているか

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の処理 時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対

象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法に
よっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務
については、当該予約による円貨額を付しております。なお、特例処
理の要件を満たす金利スワップについては、時価評価せず、その金銭
の受払の純額を当該対象物に係る利息に加減しております。

③ 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未
処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理
の方法と異なっております。
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個別注記表

繰延税金資産 10百万円

建物 668百万円
土地 593百万円
投資有価証券 440百万円

計 1,703百万円

短期借入金 27,253百万円

有形固定資産
投資その他の資産－その他

3,079百万円
15百万円

丸文通商株式会社 2,031百万円
丸文ウエスト株式会社 628百万円
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. 119百万円
Marubun Arrow (Thailand) Co.,Ltd. 27百万円
Marubun/Arrow (HK) Ltd. 25百万円
Marubun/Arrow (Phils) Inc. 18百万円
従業員 5百万円
計 2,856百万円

短期金銭債権 4,796百万円
短期金銭債務 233百万円

３. 会計上の見積り
　繰延税金資産の回収可能性

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

４. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

⑵ 資産に係る減価償却累計額

⑶ 保証債務
仕入債務等に対する債務保証

⑷ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
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個別注記表

受取手形 25百万円
電子記録債権 48百万円

売上高 31,398百万円
仕入高 1,996百万円
販売費及び一般管理費 △ 58百万円
営業取引以外の取引高 1,051百万円

普通株式 1,893千株

繰延税金資産
投資有価証券評価損 551百万円
賞与引当金 222百万円
在庫評価減 172百万円
減損損失 104百万円
その他 196百万円

繰延税金資産小計 1,246百万円
評価性引当額 △ 620百万円
繰延税金資産合計 626百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 471百万円
その他 △ 143百万円

繰延税金負債合計 △ 615百万円
繰延税金資産の純額 10百万円

⑸ 期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしておりま
す。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が事業年
度末日残高に含まれております。

５. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

７. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種 類 会 社 等 の 名 称
資 本 金 又
は 出 資 金
( 百 万 円 )

事 業 の
内 容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期 末 残 高
(百万円)

子会社 丸 文 通 商
株 式 会 社 100

医用機器、
分析・計測
機器等電子
機器の販売

(所有)
直接100％

債務保証
役員の兼任

債 務 保 証
( 注 １ ) 2,031 - -

保 証 料 の
受 入
( 注 １ )

4 そ の 他
(流動資産) 1

子会社 Marubun/Arrow 
( H  K )  L t d .

千US$
4,490

電子部品等
の 販 売

（所有）
間接50% 商品の販売

商 品 の 販
売 ( 注 ２ ) 15,963 売掛金 1,979

⑴ １株当たり純資産額 1,399円48銭
⑵ １株当たり当期純利益 115円83銭

８. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認識に関する注記）
に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

９. 関連当事者との取引に関する注記
子会社

取引条件及び取引条件の決定方針
（注１）債務保証については、営業債務に対して行っているものであり、保証料については一般的取引条件の

水準を参考に決定しております。
（注２）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定してお

ります。

10. １株当たり情報に関する注記

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

12. 連結配当規制適用会社に関する注記
　該当事項はありません。
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